
　由布市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給実施要綱を次のように定める。 
 
　　令和８年　４月　１日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布市長　相　馬　尊　重 
 
由布市告示第６４号 
 
 

　　　由布市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給実施要綱 
 
　（趣旨） 
第１条　この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下｢法｣という。）第

４５条第１項に規定する居宅介護住宅改修費の支給及び第５７条第１項に規定す

る介護予防住宅改修費の支給（以下「居宅介護住宅改修費等の支給」という。）に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 
　（定義） 
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 
（１）被保険者　法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者及び法第５３条

第１項に規定する居宅要支援被保険者をいう。 
（２）事業者　住宅改修（法第４５条第１項に規定する住宅改修及び第５７条第１

項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。）を施工する業者をいう。 
（３）償還払い　被保険者が一旦改修費の全額を事業者へ支払い、後日市が自己負

担分を除いた額を被保険者へ払い戻す制度をいう。 
（４）受領委任払い　住宅改修に要した費用のうち、介護保険住宅改修費として被

保険者に対し保険給付される額の限度において、市が事業者に支払う制度をい

う。 
　（居宅介護住宅改修費等の支給方法） 
第３条　居宅介護住宅改修費等の支給方法として、被保険者は、償還払い又は受領

委任払いのいずれかを選択できる。ただし、生活保護法の適用を受ける被保険者

が支給を受ける場合は、原則として前条に定める受領委任払いを利用するものと

する。 
　（居宅介護住宅改修費等の受領委任払い） 
第４条　居宅介護住宅改修費等受領委任払いを受けようとする支給申請者は、この

要綱に基づき市の登録を受けた者（以下「受領委任払取扱登録事業者」という。）

によって住宅改修を行った場合において、居宅介護住宅改修費等の受領の権限を

当該受領委任払取扱登録事業者へ委任することができる。 



２  市長は、支給申請者が、被保険者証に法第６６条第１項に規定する支払方法変

更の記載を受けている場合、法第６７条第１項若しくは法第６８条第１項に規定

する保険給付差止の記載又は法第６９条第１項に規定する給付額減額等の記載を

受けている場合については、居宅介護住宅改修費等受領委任払いを行わないもの

とする。 
　（受領委任払取扱事業者の登録） 
第５条　市の受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ

る全ての要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると

認めたときはこの限りでない。 
　（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号、以下「施行令」という。）第

１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 
　（２）施行令１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められた者にあ

っては、その事実があった後、２年を経過した者であること。 
　（３）登録を受けようとする年の１月１日において引き続き２年以上、同種の事

業を営んでいる者であること。 
　（４）法人にあっては、県内に事業所を有する者、個人にあっては、市内に住所

を有する者であること。 
　（５）市町村民税を完納している者であること。 
　（６）当該年度を除く直近３年間において、市における居宅介護住宅改修費等の

支給に係る施工実績件数が、５件に達していること。 
２  受領委任払取扱事業者の登録を受けようとする者は、介護保険住宅改修受領委

任払取扱事業者登録申請書（様式第１号。以下「住宅改修事業者登録申請書」と

いう。）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
　（１）代表者身元証明書（法人の場合は登記簿謄本又はこれに代わるもの、個人

の場合は住民票又はこれに代わるもの） 
　（２）印鑑証明書及び使用印鑑届（様式第６号） 
　（３）市町村民税完納証明書 
　（４）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表 
　（５）その他市長が認める必要な書類 
３　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、

登録の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定

（不決定）通知書（様式第２号）により、当該申請した者に通知する。 
４　第２項の申請は、住宅改修を行う事業所ごとに行わなければならない。 
　（登録事業者の登録有効期間） 
第６条　前条第３項の規定による決定通知を受けた者（以下「登録事業者」という。）

の有効期間は、前条第３項の登録決定通知書の登録決定日を開始日とし、開始日

から２年が経過した日以後の最初の３月３１日を満了日とする。 



　（登録事業者の更新） 
第７条　登録事業者において登録有効期間の更新を受けようとする者は、第５条第

１項の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。ただし、市長が特

別の理由があると認めたときはこの限りでない。 
２　登録事業者において登録有効期間の更新を受けようとする者は、登録有効期間

が満了する前月末までに、住宅改修事業者登録申請書（様式第１号）に次の各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
　（１）市における介護保険住宅改修の施工実績一覧表 
　（２）その他必要な書類 
３　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、

更新の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定

（不決定）通知書（様式第２号）により、当該申請した登録事業者に通知する。 
　（受領委任払取扱登録事業者の変更の届出） 
第８条　受領委任払取扱登録事業者は、第５条第２項又は前条第２項の規定により

提出した介護保険住宅改修事業者登録申請書（様式第１号）の記載内容に変更が

あったときは、必要な書類を添えて介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録

変更届出書（様式第３号）により速やかに市長に届け出なければならない。 
２　受領委任払取扱登録事業者は、登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し、又

は再開するときは、介護保険住宅改修受領委任払取扱登録事業者廃止・休止・再

開届出書（様式第４号）により速やかに市長に届け出なければならない。 
　（受領委任払取扱登録事業者の登録の取消し） 
第９条  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受領委任払取扱登録

事業者に係る第５条第３項の規定による登録の決定を取り消すことができる。 
　（１）居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。 
　（２）登録内容に虚偽があったとき。 
　（３）本市の改善指導に従わなかったとき。 
２　市長は、前項の規定による取消しを行おうとするときは、あらかじめ告知し、

及び弁明の機会を付与するものとする。 
３　市長は、第１項の規定により登録の決定を取り消すときは、介護保険住宅改修

受領委任払取扱事業者登録取消決定通知書（様式第５号）により、当該受領委任

払取扱登録事業者に通知するものとする。 
　（居宅介護住宅改修費等の支給申請） 
第１０条　居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする被保険者(以下「支給申請

者」という。)は、当該申請に係る住宅改修を行う前に、次の第１号から第７号に

掲げる書類を提出し、当該申請に係る住宅改修が完了した後に第８号から第１０

号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
　（１）介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認（変更）申請書



（様式第７号。以下「支給兼施工承認申請書」という。） 
　（２）住宅改修が必要な理由書（原本） 
　（３）介護保険制度における住宅改修の承諾書（住宅の所有者が本人又は配偶者

以外の場合） 
　（４）工事費見積書（工事費内訳書）。ただし、受領委任払に係る当該費用の支給

を受けようとする被保険者は、住宅改修に要する費用（消費税含む）の合計額

が５万円以上となった場合は、他の施工事業者が作成した相見積りを必要とす

る。 
　（５）見取図（平面図） 
　（６）工事着工前の写真（日付入り） 
　（７）断面図（段差解消がある場合） 
　（８）介護保険住宅改修完了届（様式第８号） 
　（９）工事着工後の写真（日付入り） 
　（１０）領収証（原本） 
　（（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書の交付） 
第１１条　市長は、前条に規定する支給兼施工承認申請書の提出があった場合は、

その内容を速やかに審査し、支給の可否を決定するものとする。 
２　市長は、前項の規定により支給を決定した場合は、第３条の規定により償還払

いを選択した被保険者について、（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書（様

式第９号。以下「承認通知書」という。）を被保険者に交付するものとする。 
３　市長は、第１項の規定により支給を決定した場合は、第３条の規定により受領

委任払いを選択した被保険者について、（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通

知書［受領委任］（様式第１０号。以下「受領委任払承認通知書」という。）を被

保険者に交付するものとする。 
　（承認通知書の変更） 
第１２条　支給申請者は、前条による承認通知書又は受領委任払承認通知書の交付

を受けた後に当該承認内容を変更するときは、工事着工前に支給兼施工承認申請

書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
　（１）変更後の見積書（工事費内訳書） 
　（２）変更箇所が確認できる見取図（平面図） 
　（３）変更箇所が確認できる施工前写真（日付が写し込まれたもの） 
　（４）変更箇所が確認できる断面図（段差解消がある場合） 
　（５）変更箇所が確認できる住宅改修が必要な理由書 
　（６）上記以外で変更が確認できる書類 
２　市長は、前項の規定により支給兼施工承認変更申請書の提出があった場合にそ

の内容を速やかに審査し、変更を承認する場合は、既に交付されている承認通知

書又は受領委任払承認通知書と引き換えに、新たに承認通知書又は受領委任払承



認通知書を被保険者に交付するものとする。 
３　支給兼施工承認変更申請を行わず、第１０条の記載と異なる改修工事を行った

場合は、居宅介護住宅改修費等の当該承認内容の全てを支給対象外とする。 
　（支給兼施工承認申請の取下げ） 
第１３条　被保険者が支給兼施工承認申請書を市長に提出したのち、申請の取下げ

を行う場合は介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認申請の取

下げ（様式第１１号）を速やかに市長に提出しなければならない。 
　（支給兼施工承認申請の取消し） 
第１４条　居宅要介護被保険者等が市長より承認通知書又は受領委任払承認通知書

の交付を受けたのち、支給兼施工承認申請の取消しを行う場合は、介護保険居宅

介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認申請の取消し（様式第１２号）に必

要な書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。　　 
　（居宅介護住宅改修費等の支払い） 
第１５条　第１０条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法と

して償還払いの方法を選択した支給申請者(第１２条第１項に規定する申請を行

う際にその支給方法を償還払いに変更した支給申請者を含む。)は、住宅改修を施

工した事業者に当該住宅改修に係る金額を支払うものとする。 
２　第１０条に規定する申請を行う際に居宅介護住宅改修費等の支給方法として受

領委任払いの方法を選択した支給申請者(第１２条第１項に規定する申請を行う

際にその支給方法を受領委任払いに変更した支給申請者を含む。)は、受領委任払

取扱事業者に受領委任払承認通知書を提示し、当該住宅改修に要した金額から居

宅介護住宅改修費等の保険給付の対象となる金額を控除した額を支払うものとす

る。 
３　事業者は、市から居宅介護住宅改修費等の支払いを受ける際、当該支払いをし

た支給申請者に対し、領収証を交付しなければならない。 
　（居宅介護住宅改修費等の支給） 
第１６条　市長は、第１０条の当該申請に係る住宅改修が完了した後に第８号から

第１０号に掲げる書類の提出があった場合、その内容を審査し、支給の可否を決

定し、支給を決定したときは、当該申請に係る居宅介護住宅改修費等を支給する

ものとする。 
２　市長は、前項の規定により被保険者へ住宅改修費を支給するときは、被保険者

に対し介護保険償還払支給（不支給）決定通知書（様式第１３号）にてその旨を

通知する。 
３　市長は、第１項の規定により被保険者に代わり登録事業者に住宅改修費を支給

するときは、介護保険受領委任払支給（不支給）決定通知書（様式第１４号）に

より当該登録事業者に通知し、被保険者等に対しては、介護保険償還払い支給（不

支給）のお知らせ［受領委任］（様式第１５号）により当該被保険者に通知する。 



　（その他） 
第１７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
　　　附　則 
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 



第１号様式（第５条関係）

　　  　　　年　　　月　　　日

由　布　市　長     殿

申請者

（　　　　　）

所 在 地

事 業 者 名

代 表 者 名

電 話

由布市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給実施要領に基づき、受領委任払取扱登録事業者

として登録を行いたく、次のとおり申請します。

１．　新　　規

２．　更　　新

フ リ ガ ナ

代 表 者
職 ・ 氏 名

介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書

申請区分
（○で選択）

（〒　　　－　　　　　）
事 業 者 の
所 在 地

事業者の
名　　　称

電話番号 － － ＦＡＸ番号 － －

営業日
日 月 火 水 木 金 土

休業日

営業時間 平日 ～ 土 ～ 日・祝日 ～

従業員数 事務職 　　　　　人 技術職 　　　　　人 作業職 　　　　　人 その他 　　　　　人



第２号様式（第５条関係） 
　　　　年　　　　月　　　　日 

 
様 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布市長 
 

介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録決定（不決定）通知書 

 
　　　年　　　月　　　日付けで申請がありました介護保険住宅改修受領委任払取

扱事業者登録については、下記のとおり決定しましたので通知します。 
なお、住宅改修費等の請求に関し不正又は登録内容に虚偽があったときは、介護保険住宅改

修受領委任払取扱登録事業者としての登録を取り消すことがありますので申し添えます。 

※登録内容に変更があった場合（第３号様式）又は、住宅改修の事業を廃止、休止又は再開する

ときは、（第４号様式）により届出をしてください。 

 

登録の可否

　□　決定

(登録番号) 
 
 
(事業者の名称） 
 
 
(事業者の所在地) 
 
 
(代表者職・氏名） 
 
 
(登録年月日） 
 
 
(登録有効期間） 
 

 

　□　不決定

(理由)



 

　　　　　　　年　　　月　　　日

　由　布　市　長     殿

届出者

次の事項を変更しましたので、届け出ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（変更前）

（変更後）

第３号様式（第８条関係）

所 在 地

事 業 者 名

代 表 者 名

　 先に提出した介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録申請書の記載事項について、

所在地

名 称

介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録変更届出書

登　録　番　号 4 4

登録内容を変更した事業者

変更があった事項（該当項目番号に○） 変更内容

1 事業者の所在地

2 事業者の名称

3 代表者の職・氏名

4 電話番号

5 ＦＡＸ番号

6 その他

変更年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日



 
 

　　　　　　　年　　　月　　　日

　由　布　市　長     殿

届出者

第４号様式（第８条関係）

所 在 地

事 業 者 名

代 表 者 名

電 話

登 録 に 係 る 住 宅 改 修 の 事 業 を（ 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 ） し ま し た の で 、 届 け 出 ま す 。

介護保険住宅改修受領委任払取扱登録事業者廃止・休止・再開届出書

登　録　番　号 4 4

所在地

廃止（休止・再開）する事業者
名   称

廃止・休止・再開の別（該当項目番号に○） 廃　　止　　・　　休　　止　　・　　再　　開

廃止・休止・再開した年月日 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

廃止・休止した理由

休止予定期間（休止の場合のみ） 　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日



第５号様式（第９条関係） 
　　　　年　　　　月　　　　日 

 
 

様 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布市長 
 
 

介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者登録取消決定通知書  

 
 

　　　年　　　月　　　日付で登録されました介護保険住宅改修受領委任

払取扱事業者について、下記の理由により取消しを決定しましたので通知します。 
 
 

記 
 
　登録番号 
 
　事業者の名称 
 
　事業者の所在地 
 
　代表者職・氏名　 
 
　取消年月日 
 
　取消理由 
 
 



 

第６号様式(第５条関係）

１．使用印鑑

  年 月 日

本印は印鑑証明と

同一の印鑑を押す

こと

（印鑑証明添付）

フ　リ　ガ　ナ

商号または名称

社         印 代表者印（使用印）

２．上記の印鑑を、介護保険に関連し生ずる一切の事項に使用する印鑑として

お届けします。

住   　　　　     所

フ　リ　ガ　ナ

代　表　者　氏　名

使     用     印     鑑     届



 

第７号様式（第１１条関係）

　

（ 無 ・ 有： 転居 / ３段階）

由布市記入欄
領収証※ 見積書等 給付制限 支給限度額 備考 受付印

理由書 見取図 認定状況 支給対象額
※支給限度額リセット

写真 承諾書 給付割合 支給額 裏面確認 入力

※施工完了後、支給申請時に確認 （審査結果）　承認　・　不承認　　　（決定通知発送日）　　月　　　日　

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工承認（変更）申請書

申請区分
（○をつけてください）

新規 ・ 変更 □償還　□受領委任(委任状の記入要)

フ リ ガ ナ 保 険 者 番 号 4 4 2 1 3 7

被保険者氏名 被 保 険 者 番 号 0 0 0 0

生 年 月 日 明・大・昭　  　年　　月　　日 性 別 男 ・ 女 要 介 護 度
要支援（　　）

要介護（　　）

住宅の所在地 由布市 住宅の所有者 （      ）

改修の内容 改修箇所・規模 改修工事業者名 着工（予定）日 完成（予定）日

手すりの取り付け

段差の解消

引き戸等への扉の取替え

洋式便器等への便器の取替え

滑りの防止及び移動の円滑化
等のための床材等の変更

その他上記の住宅改修に
付帯して必要な住宅改修

改修費用合計額 円（介護保険対象分）

由布市長　様

上記のとおり、関係書類を添えて居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を申請します。

年　　月　　日

〒 -

住　所

申 請 者

氏　名 電話番号 - -

被保険者との関係（　　　　　　　　）

※申請者が被保険者本人以外の場合は、裏面の「委任状」欄にご記入ください。

上記の居宅介護（介護予防）給付費を下記の口座に振り込んでください。

金融機関名 支店名 口座種目 口座番号

銀行・信用金庫
農協・信用組合
労働金庫　　　

本店
支店

出張所

1.普通
2.当座

フ リ ガ ナ

口座名義人

※振込先口座名義が被保険者本人以外の場合は、裏面の「委任状」欄にご記入ください。

有 ・ 無

認定済・申請中

有 ・ 不要
%

口座振込

依頼欄　



 
 

※委任者（被保険者）が、委任する事項に☑を入れてください。

 申請

 給付費受領

 承認通知受取

 申請

 給付費受領

 承認通知受取

 申請

 給付費受領

 承認通知受取

委任状
年　　月　　日

由布市長　様

私の居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請等について、下記のとおり委任いたします。

委任者
（被保険者）

住所

氏名

受任者
住所

〒

氏名
被保険者
との関係

受任者
住所

〒

氏名
被保険者
との関係

受任者
住所

〒

氏名
被保険者
との関係

※申請の際は、この申請書の他に見積書、介護支援専門員等が作成した理由書、施工前・後の状態が確認
　できる書類等を添付してください。

※改修を行う住宅の所有者が本人及び配偶者でない場合は、所有者の承諾書を添付してください。

※受領委任払いの場合は、下記へ住宅改修事業者についてご記入ください。

住宅改修事業者名

担当者（　　　　　　　　）連絡先（　　　　－　　　　－　　　　）



第８号様式（第１１条関係）

（自署）

着工年月日 年 月 日

完了年月日 年 月 日

円

上記工事が完了したので、関係書類（領収証及び施工後写真等）を添えて届けます。

年 月 日

由　布　市　長　　殿

受
付
確
認

介護保険住宅改修完了届

被保険者番号 被保険者氏名

住宅改修事業者

改修場所 大分県由布市

改修費用額

住　　所

氏名（申請者自署）

代筆者氏名

居宅介護支援事業所
および

介護支援専門員

改修期間



 

第９号様式（第１１条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

様

由布市長

・問合せ先
　

先に計画書の提出がありました（介護予防）住宅改修費については、下記の通り決定しましたので通知します。

（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書

被保険者氏名 被保険者番号

計画申請日 承認決定日

着工予定日
改修対象見込金額
（※支給限度額／

残額）



 

第１０号様式（第１１条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

様

由布市長

・問合せ先
　

先に計画書の提出がありました（介護予防）住宅改修費については、下記の通り決定しましたので通知します。

（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書　［受領委任］

被保険者氏名 被保険者番号

計画申請日 承認決定日

着工予定日
改修対象見込金額
（※支給限度額／

残額）

介護保険支給予定額
（受領委任払予定額）

本人支払額

施工業者

承認（不承認）の
内容



 

第１１号様式（第１３条関係）

年 月 日

由布市長 様

次のとおり　　　  年　 月　 日付の交付申請を取り下げます。

 〒　　　　- ℡　　　　　(　　　　)

 〒 ℡

＊　申請者が介護保険住宅改修費支給申請者本人の場合、住所欄記入不要

由布市記入欄

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工申請の取下げ

フ リ ガ ナ 取下申請年月日 　　　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

性　　　別

１．本人の意思により申請を取り下げ（住宅改修の意向なし）

２．家族の意向により申請を取り下げ

３．在宅生活ではなくなったことにより申請を取り下げ

４．その他（具体的にご記入ください。）

電算入力 証交付 備　　　　　考

申 請 者 氏 名
住宅改修の

申請者との関係

申 請 者 住 所

住宅改修
申請者

生年月日
　明治　　　　　　　　　　　　　　
　昭和　  　 年　 　 月　  　日　　　　　　　　　　　　　　
　平成

氏　　名

住　　所

取り下げ事由
（該当するものに○）

受 付 印



第１２号様式（第１４条関係）

年 月 日

由布市長 様

次のとおり　　　  年　 月　 日付の交付申請を取り消します。

 〒　　　　- ℡　　　　　(　　　　)

 〒 ℡

＊　申請者が住宅改修費支給申請者本人の場合、住所欄記入不要

由布市記入欄

添付書類：（介護予防）住宅改修費承認（不承認）通知書

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼施工申請の取消し

フ リ ガ ナ 取消申請年月日 　　　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

性　　　別

１．本人の意思により申請を取り消し（住宅改修の意向なし）

２．家族の意向により申請を取り消し

３．在宅生活では無くなったことにより申請を取り消し

４．その他（具体的に記入ください。）

電算入力 証交付 備　　　　　考

申 請 者 氏 名
住宅改修の

申請者との関係

申 請 者 住 所

住宅改修
申請者

生年月日
　明治　　　　　　　　　　　　　　
　昭和　  　 年　 　 月　  　日　　　　　　　　　　　　　　
　平成

氏　　名

住　　所

取り消し事由
（該当するものに○）

受 付 印



第１３号様式（第１６条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

様

由布市長

先に申請のありました給付費について、下記の通り決定しましたので通知します。

介護保険償還払支給（不支給）決定通知書

被保険者氏名 被保険者番号

受付年月日 決定年月日

サービス提供年月 本人支払額

給付の種類

支給 支払金額

不支給の理由

支払方法

口座払

お持ちいただく
もの

金融機関名

本支店名

支払場所
預金種目

口座番号

支払期間
口座名義人

振込予定日

・問合せ先

・不服の申立及び取消訴訟
　この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、
大分県　介護保険審査会に対し、審査請求をすることができます。
大分市大手町３丁目１番１号　電話番号097-506-2692

　なお、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、①審査請求があった日から３か月を経過
しても裁決がないときは、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その
他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起できます。この訴えは、裁決書の送達
を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市区町村を被告（代表者は、市区町村長）として提起できます。ただし、原則として、
裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。

振込先



 

第１４号様式（第１６条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

様

由布市長

円件 

介護保険償還払支給（不支給）決定通知書　［受領委任］

決定件数 決定額

事業者番号

事業者名称

支払方法

金融機関名 本支店名

預金種目 口座番号

口座名義人

・問合せ先

・不服の申立及び取消訴訟
　この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、
大分県　介護保険審査会に対し、審査請求をすることができます。
大分市大手町３丁目１番１号　電話番号097-506-2692

　なお、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、①審査請求があった日から３か月を経過して
も裁決がないときは、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を
経ないことにつき正当な理由があるときは裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起できます。この訴えは、裁決書の送達を受けた日の
翌日から起算して６か月以内に、市区町村を被告（代表者は、市区町村長）として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から１年を
経過すると訴えを提起できません。



 

　　　　　　　年　　　月　　　日

給付の種類

１１・・訪問介護 ４３・・居宅介護支援 ２６・・介護予防短期入所療養介護（短期療養） ７５・・介護予防小規模多機能型居宅介護

１２・・訪問入浴介護 ５１・・介護老人福祉施設サービス ３４・・介護予防居宅療養管理指導 ３７・・介護予防認知症対応型共同生活介護

１３・・訪問看護 ５２・・介護夜人保険施設サービス ３５・・介護予防特定施設入居者生活介護 ３９・・介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）

１４・・訪問リハビリテーショ ン ５３・・介護療養型医療施設サービス ４４・・特定介護予防福祉用具販売 ７６・・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

１５・・通所介護 ５９・・特定入所者介護サービス費 ４５・・介護予防住宅改修 ７７・・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

１６・・通所リハビリテーショ ン ６１・・介護予防訪問介護 ４６・・介護予防支援 ２７・・特定施設入居者生活介護（短期利用型）

１７・・福祉用具貸与 ６２・・介護予防訪問入浴介護 ７１・・夜間対応型訪問介護 ２８・・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型）

２１・・短期入所生活介護 ６３・・介護予防訪問介護 ７２・・認知症対応型通所介護 ６８・・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）

２２・・短期入所老幼介護（短期老人） ６４・・介護予防訪問リハビリテーショ ン ７３・・小規模多機能型居宅介護 ７８・・地域密着型通所介護

２３・・短期入所療養介護（短期療養） ６５・・介護予防通所介護 ３２・・認知症対応型共同生活介護 ７９・・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・

３１・・居宅療養管理指導 ６６・・通所リハビリテーショ ン ３６・・地域密着型特定施設入居者生活介護 　　　　短期利用型）

３３・・特定施設入所者生活介護 ６７・・介護予防福祉用具貸与 ３８・・認知症対応型共同生活介護（短期利用型） ６９・・介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用型）

４１・・特定福祉用具販売 ２４・・介護予防短期入所生活介護 ５４・・地域密着型介護老人福祉施設 その他・・（市町村特別給付等）

４２・・住宅改修 ２５・・介護予防短期入所療養介護（短期老人） ７４・・介護予防認知症対応型通所介護

被保険者番号 被保険者氏名 支給 サービス月 本人支払額 支払金額

受付年月日 決定年月日 支払予定日 給付の種類

介護保険償還払支給（不支給）決定通知書　［受領委任］

事業者番号



第１５号様式（第１６条関係）

　　　　　　　年　　　月　　　日

様

由布市長

介護保険償還払支給（不支給）のお知らせ　［受領委任］

事業者番号

事業者名称

被保険者氏名 被保険者番号

受付年月日 決定年月日

サービス提供年月

給付の種類

支給

不支給の理由

・問合せ先

・不服の申立及び取消訴訟
　この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、
大分県　介護保険審査会に対し、審査請求をすることができます。
大分市大手町３丁目１番１号　電話番号097-506-2692

　なお、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、①審査請求があった日から３か月を経過
しても裁決がないときは、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その
他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起できます。この訴えは、裁決書の送達
を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市区町村を被告（代表者は、市区町村長）として提起できます。ただし、原則として、
裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。


